
公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出について 

 

公有地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡法」という。）による届出・申出制

度は、世田谷区や東京都などの地方公共団体等が、道路や公園をはじめとした公共施

設などの計画的な整備に必要な土地を少しでも取得しやすくし、もって地域の秩序あ

る整備と公共の福祉を増進させるために整備されたものです。 

この制度の趣旨のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１．制度の内容 

― 届出（公拡法第４条関係）― 

次の①～④に該当する世田谷区内の土地を所有する方が、その土地を有償で譲渡し

ようとするときは、世田谷区長あてに届出が必要となります。 

なお、①～③については、譲渡しようとする２００㎡以上の土地の一部でも都市計

画施設等の区域に含まれていれば届出の必要があります。 

①都市計画施設（「都市計画道路」や「都市計画公園」など）の区域内に所在する

土地で、その面積が２００㎡以上のもの 

②道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地で、その面積が

２００㎡以上のもの 

③生産緑地地区の区域内に所在する土地で、その面積が２００㎡以上のもの 

④上記①～③のほか、土地の面積が５，０００㎡以上のもの 

 

― 申出（公拡法第５条関係）― 

次の①または②に該当する世田谷区内の土地を所有する方が、その土地について世

田谷区等による買取りを希望するときは、世田谷区長あてに申し出ることができます。 

①面積が１００㎡以上の土地 

②防災再開発促進地区の区域内の土地で、その面積が５０㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

 

○防災再開発促進地区 

下記リンク先の東京都都市整備局ホームページよりご確認ください。 

防災街区整備方針の概要| 東京都都市整備局 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/master_plan/master05.html#setagaya


２．届出・申出方法について 

（１）「届出書」・「申出書」 

  「届出書」または「申出書」を〔関連リンク〕からダウンロードし、必要事項を

記入のうえ、世田谷区役所経理課に２部お持ちください。郵送での届出・申出はで

きません。 

  ※押印していただく必要はありません。 

  ※２部のうち１部は写しでも構いません。 

（２）添付書類 

  次の図面等を添付してください。 

   ①位 置 図：縮尺２５，０００分の１程度の地形図等 

   ②周辺状況図：住宅案内図等 

   ③平 面 図：公図の写し等 

（３）代理人について 

  届出または申出は、原則として土地の所有者が行ってください。 

※代理人が行う場合は委任状が必要となります。 

 

３．通知について（公拡法第６条関係） 

 届出または申出を受理した場合、世田谷区長から関係所管等へ照会・協議を行った

後、届出人または申出人に対し、「土地の取得を希望するため土地の所有者と協議を

行いたい旨」または「土地の取得を希望しない旨」を届出日から起算して３週間以内

に通知します。 

 ※通知は、普通郵便にて発送します。 

※代理人への通知を希望する場合は、委任状が必要となります。 
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４．土地の譲渡制限について（公拡法第８条関係） 

届出または申出をした場合、次の期間中はその土地を譲渡することができません。  

①土地の取得を希望しない旨の通知が届く日まで 

②世田谷区等が土地の取得を希望し、土地の所有者と協議を行いたい旨の通知が

あった場合は、通知が届いた日から起算して３週間が経過する日まで 

   ※ただし、②の通知が届いてから３週間以内に買取りの協議が成立しないこと

が明らかになったときは、その時まで 

 

５．届出が不要な場合（公拡法第４条第３項、第５条第２項関係） 

公拡法に基づく届出または申出をしたが、取得希望のない旨の通知が届いた土地に

ついて、その通知が届いた日の翌日から起算して１年間は、その届出または申出をし

た方から譲渡する場合には、届出の必要はありません。 

また令和６年９月１９日以降に生産緑地法の規定に基づく買取の申出をしたが、取

得希望のない旨の通知があった土地については、その通知の日の翌日から起算して１

年間は、その買取申出をした方からの公拡法第４条に基づく届出の必要はありません。 

 

６．税法上の優遇措置について 

公拡法による世田谷区等との売買契約が成立した場合、租税特別措置法により譲渡

所得から１,５００万円の所得控除を受けることができます。 

 

７．罰則について （公拡法第３２条関係） 

届出をしないで土地を有償で譲渡した場合や譲渡制限間中に土地を有償で譲渡し

た場合は、５０万円以下の過料に処せられることがあります。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先           

世田谷区役所財務部経理課財産管理係  

世田谷区世田谷４－２１－２７    

世田谷区役所東棟５階５０３番窓口  

電話：０３－５４３２－２１４２～４ 



Ｑ＆Ａ 

Ｑ１．いつの段階で届出をする必要がありますか。 

Ａ１．有償で譲り渡す相手方や売買予定価格等がほぼ定まったときに届出をしてくだ

さい。 

   ただし、届出から結果の通知までに最大で３週間かかることから、契約締結の

少なくとも３週間前に届出をしていただく必要があります。 

 

Ｑ２．寄附や贈与も届出の対象となりますか。 

Ａ２．無償による譲渡は届出をする必要はありません。 

 

Ｑ３．届出をした土地について、世田谷区等が取得を希望した場合、必ず世田谷区等

に売却しなければならないのですか。 

Ａ３．所有者と世田谷区等の協議の結果、条件が折り合わない場合など、必ず売却し

なければならないものではありません。 

 

Ｑ４．売買する土地の全体の面積は３００㎡ありますが、都市計画道路には１０㎡し

かかかっていません。届出の必要はありますか。 

Ａ４．都市計画道路等にかかっている土地が一部であっても、全体の面積が２００㎡

以上の場合は、届出をする必要があります。 

 

Ｑ５．以前、土地を売買する際に届出をしましたが、取得希望がない旨の通知を受け

取りました。そのときの売買契約は不調に終わったため、別の方とその土地を売

買する予定です。改めて届出をする必要はありますか。 

Ａ５．取得希望のない旨の通知が届いた日の翌日から１年間は、届出をする必要はあ

りません。（申出の場合も同様です。） 

   ただし、取得希望がない旨の通知をＡさんが受け取った後、ＡさんとＢさんの

間で売買契約が成立し所有権がＢさんに移転した後、Ｂさんが別のＣさんと売買

する場合には、１年以内であっても改めて届出をする必要があります。 

 

Ｑ６．生産緑地地区の行為制限が解除された３００㎡の土地の売買について、届出を

する必要はありますか。 

Ａ６．生産緑地の行為制限が解除されても、都市計画法上、生産緑地に定められてい

る土地については、届出をする必要があります。 

 



Ｑ７．土地の共有持分権（マンション等の区分所有権を含む。）が２００㎡以上あり、

これを売買する場合、届出は必要ですか。 

Ａ７．共有者全員で一括して譲渡する場合には必要ですが、その一部のみを譲渡する

場合は届出をする必要はありません。 

 

Ｑ８．３００㎡の土地を１５０㎡ずつに分筆し、それぞれ別の方と同時に売買する予

定です。届出をする必要ありますか。 

Ａ８．届出の要不要は契約単位ごとに判断しますので、上記の場合は届出をする必要

はありません。 

 

Ｑ９．９００㎡の土地を３００㎡ずつの３つの土地に分筆し、それぞれ別の方と売買

する予定です。１枚の届出書にまとめて届出をすることはできますか。 

Ａ９．届出書は、契約単位ごとに必要です。 

 

Ｑ10．事業認可されている都市計画道路にかかっている３００㎡の土地を売買する場

合、届出をする必要はありますか。 

Ａ10．都市計画法第５５条第４項及び第５７条第１項の公告がなされている場合は、

公拡法による届出は必要ありません。ただし、道路事業推進担当課あてに都市計

画法に基づく届出をする必要があります。 

 

Ｑ11．登記上は２００㎡ですが、実測は１９９㎡の土地の場合、届出をする必要はあ

りますか。 

Ａ11．届出の要不要の判断は原則として実測によるため、上記土地は届出をする必要

はありません。 

   ただし、実測が不明な場合は、登記上の面積により判断することになります。 

 

Ｑ12．土地区画整理をすべき区域は、届出の対象となりますか。 

Ａ12．土地区画整理をすべき区域だけにかかっている場合は届出をする必要はありま

せん。ただし、都市計画道路等にかかっている場合は届出が必要になります。 

 


